
【景観計画区域・景観計画重点地区】
計画区域：松江市全域
重点区域：伝統美観保存区域（３地区）、宍道湖景観形成区域、

北殿町惣門橋通り景観形成区域、北堀町景観形成区域、
石橋一区景観形成区域、清光院下景観形成区域、
内中原町景観形成区域

【基本理念】
自然・歴史・文化が呼応する松江の風景
住むひとが誇りと愛着を感じ訪れるひとの心に残る松江の景観づくり

【景観形成の基本的な方針】
(1) 水辺、山並みなど景観の骨格となる資源の保全
(2) 全国に誇れるかけがえのない歴史的景観資源の保存
(3) 地域に対する誇りと愛着を育むまちなみ景観の保全、形成
(4) 都市の発展や活性化に資する快適で安全な魅力ある景観の形成
(5) 市民、事業者、行政の景観に対する意識の醸成
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●松江市景観計画の無電柱化に関する記載（抜粋）●松江市景観計画の概要

松江市景観計画

ソフト事例

自治体：島根県松江市

●リンク
https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/toshiseibibu_kenchikusinsaka/keikan_okugaikokokubutsu/2/12936.html

【景観形成基本方針】
   《宍道湖景観形成区域水際景観ゾーン・湖畔集落ゾーン・湖畔都市ゾーン》

・電柱や鉄塔などは色彩・規模について、湖畔景観に配慮するとともに、
    電線類の地中化などを検討する。

【良好な景観の形成に関する行為の制限に関する事項】
   《水際景観ゾーン・湖畔都市ゾーン》

・原則として、電線類の地下埋設化を図ること。
   《築地松散居集落ゾーン・湖畔田園ゾーン・湖畔集落ゾーン》

・できる限り電線類の地下埋設化に努めること。
《水際景観ゾーン・築地松散居集落ゾーン・湖畔田園ゾーン・

湖畔集落ゾーン・湖畔都市ゾーン》
・やむを得ない場合には、電柱は、できる限り整理統合を図り、極力目立
たない位置となるよう配慮すること。

■重点区域（宍道湖景観形成区域）の良好な景観の形成に関する行為の制限に関する事項
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